
＜別紙２＞

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

７５７円 ８９７円 １,０３９円 １,２０６円 １,３６９円

７１０円 ８４４円 ９７４円 １,１２９円 １,２８１円

６１８円 ７３３円 ８４６円 ９８０円 １,１１２円

５４９円 ６３７円 ７２５円 ８３８円 ９５０円

４８３円 ５６１円 ６３８円 ７３８円 ８３６円

３８０円 ４３６円 ４９４円 ５５１円 ６０８円

３６６円 ３９５円 ４２６円 ４５５円 ４８７円

金　　額

５０円／日

１００円／日

１２円／日

１６円／日

２０円／日

加
 
 
算

基準を上回る理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を配置し
ている場合

７時間以上８時間利用の前後に連続して１時間未満利用した場
合に加算します

備　　　　　　　考

延長加算
８時間以上９時間未満

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制加算

４時間以上５時間未満

７時間以上８時間利用の前後に連続して２時間未満利用した場
合に加算します

基準を上回る理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を配置し
ている場合

延長加算
９時間以上１０時間未満

基準を上回る理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を配置し
ている場合

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制加算

３時間以上４時間未満

６ 時 間 ～ ７ 時 間

１ 時 間 ～ ２ 時 間

※延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から５％以上減少している場合、３ヵ月間
上記基本料金に３％上乗せさせていただきます。

３ 時 間 ～ ４ 時 間

２ 時 間 ～ ３ 時 間

※事業所が送迎を行わない場合は基本料金より片道につき４７円引かさせていただきます。

※新型コロナウイルス感染症に対応する為の特例的な評価として令和３年９月末までの間、上記基本料金に0.1％上乗
せさせていただきます。

通所リハビリテーションについて
（令和４年１０月１日現在）

１．介護保険証の確認

通所リハビリテーションは、要介護認定をお受けになった方にご利用頂くことが出来ます。
ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。

２．通所リハビリテーションの概要

項　　目

通所リハビリテーションは、要介護者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅サービ
ス計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学管理の下における介護及び機能訓
練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行い、利用者の療養生活の質の向上および利用者
のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため提供されます。このサービスを提供するにあ
たっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、通所リハビリテーション計画が作
成されますが、その際、利用者・利用者の後見人、利用者の家族、身元引受人等の希望を十分に取
り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。

３．利用料金

５ 時 間 ～ ６ 時 間

４ 時 間 ～ ５ 時 間

(1)基本料金
介護保険１割負担分（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度および利用時間によって
利用料が異なります。以下は１日当たりの自己負担分です）
※一定以上の所得のある６５歳以上の方は利用者負担が規定割合になります。

提供時間帯

基
　
本

７ 時 間 ～ ８ 時 間

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制加算

５時間以上６時間未満



　
　

金　　額

２４円／日

２８円／日

４０円／日

６０円／日

５６０円／月

２４０円／月

５９３円／月

２７３円／月

８３０円／月

５１０円／月

８６３円／月

５４３円／月

介 護 職 員 等 特 定 合計単位数
      ×2.0％

処遇改善等の仕組み作りや介護職員等の賃金の改善等を実施し
ている施設が、利用者に対してサービスを行った場合処遇改善加算（Ⅰ）

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制加算

６時間以上７時間未満

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の70以
上、勤続10年以上の職員が占める割合が100分の25以上の場合

２２円／日

基準を上回る理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を配置し
ている場合

処遇改善等の仕組み作りや介護職員処遇改善を実施している施
設が、利用者に対してサービスを行った場合

サービス提供体制強化加算

基準を上回る理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を配置し
ている場合

合計単位数
      ×1.0％

リハビリテーションの質を管理するため、リハビリテーション会議を
１月に１回以上開催し、評価を行い通所リハビリテーション計画を作
成し、理学療法士等が利用者又はその家族に対して説明した場合
リハビリテーション計画等の情報を厚生労働省に提出した場合
（開始月から６月以内）

リハビリテーションの質を管理するため、リハビリテーション会議を
１月に１回以上開催し、評価を行い通所リハビリテーション計画を作
成し、理学療法士等が利用者又はその家族に対して説明した場合
リハビリテーション計画等の情報を厚生労働省に提出した場合
（開始月から６月超）

項　　目 備　　　　　　　考

 合計単位数
      ×4.7％

（Ⅰ）

ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算

介護職員処遇改善加算

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制加算

７時間以上

入浴を行った場合※（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可
（利用時間帯によっては、提供できないことがあります）

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
マネジメント加算（A）ロ

リハビリテーション
マネジメント加算（B）ロ

入浴介助加算（Ⅱ）

リハビリテーションの質を管理するため、リハビリテーション会議を
１月に１回以上開催し、評価を行い通所リハビリテーション計画を作
成し、医師が利用者又はその家族に対して説明した場合
リハビリテーション計画等の情報を厚生労働省に提出した場合
（開始月から６月超）

処遇改善等の仕組み作りや介護職員等の賃金のベースアップ等
を支援している施設が、利用者に対してサービスを行った場合

介 護 職 員 等

居宅の浴室環境を評価し、入浴計画に基づいて入浴を行った場
合（利用時間帯によっては、提供できないことがあります。）
※（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可

リハビリテーションの質を管理するため、リハビリテーション会議を
１月に１回以上開催し、評価を行い通所リハビリテーション計画を作
成し、医師が利用者又はその家族に対して説明した場合
リハビリテーション計画等の情報を厚生労働省に提出した場合
（開始月から６月以内）

加
　
　
　
　
算

リハビリテーション
マネジメント加算（B）イ

リハビリテーションの質を管理するため、リハビリテーション
会議を１月に１回以上開催し、評価を行い通所リハビリテー
ション計画を作成し、医師が利用者又はその家族に対して説明
した場合
（開始月から６月以内）

リハビリテーションの質を管理するため、リハビリテーション
会議を１月に１回以上開催し、評価を行い通所リハビリテー
ション計画を作成し、医師が利用者又はその家族に対して説明
した場合
（開始月から６月超）

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
マネジメント加算（A）イ

リハビリテーションの質を管理するため、リハビリテーション
会議を１月に１回以上開催し、評価を行い通所リハビリテー
ション計画を作成し、理学療法士等が利用者又はその家族に対
して説明した場合
（開始月から６月以内）

リハビリテーションの質を管理するため、リハビリテーション
会議を１月に１回以上開催し、評価を行い通所リハビリテー
ション計画を作成し、理学療法士等が利用者又はその家族に対
して説明した場合
（開始月から６月超）

入浴介助加算（Ⅰ）



金　　額

１１０円／日

２４０円／日

１,９２０円
／月

４０円／月

１,２５０円
／月

５０円／月

２００円／回

２０円／回

５円／回

１５０円／回

１６０円／回

１００円／日

２０円／日

６０円／日

重度療養管理加算

口腔・栄養スクリー
ニ ン グ 加 算 （ Ⅰ ）

口腔・栄養スクリー
ニ ン グ 加 算 （ Ⅱ ）

利用者の口腔の状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、栄養
状態に関する情報を担当する介護支援専門員に提供した場合
※栄養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算
を算定しており加算（Ⅰ）を算定できない場合にのみ算定可
能。（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可

若年性認知症利用者受入加算

中重度者ケア体制加算

重篤な状態にある利用者に対して、計画的な医学的管理をのも
と、通所リハビリテーションを行った場合

若年性認知症利用者に対して利用者ごとに個別の担当者を定
め、通所リハビリテーションを行った場合

口腔機能の低下が認められる状態、又は口腔機能が低下する恐
れがある利用者に対し、口腔機能改善管理指導計画を作成し、
指導を行った場合。又、口腔機能改善管理指導計画等の情報を
厚生労働省に提出した場合（１月に２回を限度）
※（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可

口腔機能向上加算（Ⅱ）

口腔機能向上加算（Ⅰ）

口腔機能の低下が認められる状態、又は口腔機能が低下する恐
れがある利用者に対し、口腔機能改善管理指導計画を作成し、
指導を行った場合（１月に２回を限度）
※（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可

短期集中個別リハビリ
テ ー シ ョ ン 実 施 加 算

科学的介護推進体制加算

利用者の口腔の状態及び栄養状態の確認を行い、栄養状態に関
する情報を担当する介護支援専門員に提供した場合
※栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向上加算
との併算定不可。（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可

低栄養状態の改善を目的として、栄養ケア計画を作成し、必要
に応じて居宅を訪問、栄養改善サービスを行った場合
（１月に２回を限度）
※口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)及び栄養アセスメント加
算との併算定不可

栄 養 改 善 加 算

管理栄養士、その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを
実施し、利用者又はその家族に対してその結果を説明、相談等
に対応した場合
又、栄養状態等の情報を厚生労働省に提出した場合
※口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)及び栄養改善加算との併
算定不可

栄養アセスメント加算

生活行為の内容の充実を図るための目標を踏まえたリハビリ
テーション実施計画を定め、リハビリテーションを計画的に
行った場合（６月以内）※リハビリテーションマネジメント加
算（A)・（B)いずれかを算定していること

生活行為向上リハビリ
テ ー シ ョ ン 実 施 加 算

認知症短期集中リハビリ
テ ー シ ョ ン 実 施 加 算
（ Ⅱ ）

認知症の方に、リハビリテーションの実施頻度、実施場所及び
実施時間等詳細が記載されたリハビリテーション計画を作成
し、生活機能の改善を目的とした、個別リハビリを行った場合
（１月に４回以上実施）
退院（退所）日又は開始月から３月以内
リハビリテーションマネジメント加算（A)イ又はロ若しくは
（B)イ又はロいずれかを算定した場合

項　　目 備　　　　　　　考

認知症の方に、生活機能の改善を目的とした、個別リハビリを
行った場合（１週に２日を限度）
退院（退所）日又は通所開始日から３月以内

個別リハビリを集中的に行った場合
退院（退所）又は認定日から３月以内

認知症短期集中リハビリ
テ ー シ ョ ン 実 施 加 算
（ Ⅰ ）

利用者ごとの心身の状況等に係る基本的な情報（ADL値、栄養状
態、口腔機能、認知症の状況等）を厚生労働省に提出している
場合

加
　
　
　
　
算

中重度の要介護者の受け入れ体制基準を満たしている場合



日　　額

６１０円

１０２円

５１円

実　　費

実　　費

教 養 娯 楽 費 クラブ活動の材料等

保湿クリーム、おしぼり
ペーパータオル、ハンドソープ

お む つ 代

(2)その他の料金

項　　目 備　　　　　　　考

食 費
１日につき（利用時間帯によっては、提供できないことが
あります）

日 用 品費（入浴有）
シャンプー、リンス、トリートメント、ボディソープ
保湿クリーム、洗顔フォーム、タオル
おしぼり、ペーパータオル、ハンドソープ

日 用 品費（入浴無）


